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２０２４年１２月  

 
 

経過措置移行品目のお知らせ 

 

 

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御

礼申し上げます。 
 

さて、既に販売中止のご案内をしております下記製品につきまして、令和６年１１月１９日

付厚生労働省告示第３３５号にて経過措置品目へ移行し、２０２５年３月３１日をもちまして

経過措置期間が満了いたしますのでお知らせ申し上げます。 
 
今後とも、弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。 

謹白  

 

 

記 

経過措置期間満了年月日：２０２５年３月３１日 

【銘柄別収載品目】 

販売名 包装規格 薬価基準収載医薬品コード

グリセリン「ヨシダ」 ５００ｍL 

2357700X1396 

グリセリン「ヨシダ」（滅菌済） ２５ｍL 

グリセリン「ヨシダ」（滅菌済） １００ｍL 

グリセリン「ヨシダ」（滅菌済） ５００ｍL 

 

 

以上 


